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三重県が若者の奨学金の返還を支援します！

 

令和８年度　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験

 

【事業承継】でお悩みですか？

 

　三重県では、県内で活躍する若者を応援するため、「県内での居住かつ就業」等の条件を満たした場合、奨学金返還額の
一部を助成します。
　詳細はホームページをご覧ください。
【対象者】（学　生）大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）の最終学年又はその１年前の学年の方
　　　　　（既卒者）三重県外に居住しており、かつ三重県内で就業していない方　
【対象奨学金】日本学生支援機構　第一種奨学金　等
　　　　　　　※Ｕ・Ｉターン就職者の方は、上記に加え第二種奨学金等も対象になります。
【助成金額】借入奨学金残額の１/４（上限100万円）
　　　　　　居住及び就業の条件を満たし、４年経過後に助成金額の１/３、８年経過後に助成金額の残額を交付
【募集人数】150名　
【募集締切】12月18日（金）
【問い合わせ先】三重県人材確保・外国人政策調整課　TEL 059－224－3184
〇本事業ホームページＵＲＬ
　https://www.pref.mie.lg.jp/KIKAKUK/HP/miesalon/74737039887_00002.htm

対　　象　病気などのやむを得ない理由により、義務教育諸学校への就学を猶予または免除された方等
試験期日　10月15日（木）10時～15時40分
試験会場　三重県庁　厚生棟　Ｓ103会議室（津市広明町13番地）
試験科目　国語・社会・数学・理科・外国語（英語）
願書受付期間　６月22日（月）～８月21日（金）消印有効
問い合わせ先　三重県教育委員会事務局　高校教育課　キャリア教育班　TEL 059－224－2913

　事業承継にお悩みのすべての中小企業・小規模事業者の方々をサポートします。
　『事業承継の進め方がわからない…』『後継者がいない…』『事業を譲りたい…』
『事業を買いたい…』など、あらゆる問題をお気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
　国（経済産業省）から委託されている公的な相談窓口です。安心してご利用ください。
◆内　　容
　親族承継、従業員・役員承継、第三者承継（Ｍ＆Ａ）、その他
◆サポート内容
　▷相談無料・秘密厳守
　▷スムーズな事業承継のバックアップ
　▷譲渡・譲受候補企業の紹介
　▷事業承継計画策定の支援（親族）
　▷意欲ある起業希望者とのマッチング
問い合わせ先　三重県事業承継・引継ぎ支援センター　TEL 059－253－3154

秘密厳守

相談無料


